
国立大学法人東京外国語大学学部及

び大学院総合国際学研究科教職課程

運営委員会規程

平成18年10月25日

規 則 第 54 号

改正 平成21年 3月31日規則第112号 平成24年 4月24日規則第97号

平成31年 3月27日規則第 76号

（設置）

第１条 東京外国語大学における教職課程カリキュラムの適切な編成・実施及びその改善・

充実を図り、教職課程の運営や教職指導を責任を持って行うため、教職課程運営委員会

（以下「委員会」という。）を置く。

（組織）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長１名

(2) 副学部長３名

(3) 教職に関する科目担当の大学院総合国際学研究院教員４名

(4) 英語の教科に関する科目担当から選出された大学院総合国際学研究院教員１名

(5) 国語の教科に関する科目担当から選出された大学院国際日本学研究院教員１名

(6) 社会・地理歴史の教科に関する科目担当から選出された大学院総合国際学研究院教

員１名

(7) 学長が指名する者若干名

（任期）

第３条 前条第３号から第７号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委

員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 前条第７号の委員の任期については、学長の在任期間を超えることはできない。

（審議事項）

第４条 委員会は、次の各号の事項を審議する。

(1) 教職課程カリキュラム編成に関する事項

(2) 教育実習に関する事項

(3) 介護等体験に関する事項

(4) その他教職課程に関する事項

（会議）

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

第６条 委員会の定足数、運営等は、東京外国語大学学部会議通則（平成２４年規則第

１１０号）を適用する。

（庶務）

第７条 委員会に関する庶務は、教務課において処理する。



（細目）

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成１８年１０月２５日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２４年４月２４日から施行し、改正後の国立大学法人東京外国語大学

学部及び大学院総合国際学研究科教職課程運営委員会規程の規定は、平成２４年４月１日

から適用する。

附 則

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。


